
 

               
 

               
 
 

基本理念 県民すべてが、生涯にわたって健やかで安心して暮らしていくことができる社会を目指し、自主的な健康づくりへの支援や地域保健医療

の総合的な体制整備に取り組みます。 

期間  平成30年度～35年度 （6年間） 
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第7次山梨県地域保健医療計画 

中北圏域アクションプランとは・・・ 
 第７次山梨県地域保健医療計画を推進する上で、中北圏域において「特に重点的に取り組むべき課題」の解決にむけた具体的取組を明らか

にした行動計画です。 

 中北圏域アクションプランを着実に推進するために、保健所、市町、保健・医療・福祉関係者、学校関係者、企業等の職域保健関係者、地域

組織等及び県民が推進者となり一体的に取組を展開していくことを目指しています。 
 
 

アクションプランの評価 
  中北地域保健医療推進委員会構成員の所属団体とともに、毎年度、アクションプランの取組状況を集約するとともに、３年毎に中間評価を行

ない、必要がある場合には、アクションプランを見直します。 

  また、平成３１年度（２０１９年度）に甲府市が中核市に移行することから、甲府市と中北圏域アクションプランの共有を行い、必要に応じて見

直しを行います。  

 
 

特に重点的に取り組むべき課題    ＃は、県計画の章番号  ＃１＝第1章 

中北圏域として「県計画」を推進 
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 重点課題Ⅰ： 糖尿病対策の強化        ＃５   ＃６ 

j重点課題 Ⅱ： 精神疾患の予防及び相談支援体制の推進  

                          ＃５ ＃６ ＃７ 

重点課題  Ⅳ： 大規模災害時における医療・保健衛生及び 

          受援体制の強化         ＃５  ＃７ 
重点課題Ⅴ： 在宅医療と介護の連携推進           ＃５ ＃６ 
 

重点課題Ⅲ： 救急医療体制の強化                          ＃５ 

救重点課題 Ⅲ： 救急医療体制の強化  ＃５保健の切れ目な

重点課題Ⅶ： 母子保健の切れ目ない支援の推進 ＃５ ＃６ 重点課題Ⅵ： 重大感染症対策の推進     ＃５ ＃７         

中北圏域アクションプランの概要 


